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（ １ ）２１世紀高度先端産業立地補助金
県経済に大き な技術波及・ 雇用創出効果を も たら す、 国内ト ッ プク ラ スの高度先端産業分野における 大規模な

工場・ 研究所の設備投資に対し 、 補助金を交付し ます。

補 助 対 象

対 象 分 野

限 度 額

受 付 時 期

区 　 分

補 助 対 象

対 象 分 野

交

付

要

件

補助対象経費

投資規模

要　 　 件

雇用要件

補 助 率

限 度 額

受 付 時 期

交 付 要 件

補助対象経費

補 助 率

製造業・ソフト ウェア業に係る工場、研究所の新増設等を行う 企業
（ 中小企業が工場の新増設等を行う 場合は、制度を有する市町村を通じ た間接補助）

固定資産取得費用（ 土地を除く ） 常用雇用者の増加（ ※1）

大企業： ５０億円以上
中堅企業・ 中小企業： ２ 億円以上

大企業： ５ 億円以上
中堅企業・ 中小企業： ２ 億円以上

大企業：8％以内、中堅企業：10％以内、中小企業：10％以内（ 県支援分5％以内）
（ 既設の工場の設備を一新する場合は大企業：4％以内、中堅企業：5％以内、中小企業：5％以内（ 県支援分2 .5％以内））

大企業：8％以内、中堅企業・ 中小企業：1 0％以内
（ 既設の研究所の設備を一新する場合は大企業：4％以内、中堅企業・ 中小企業：5％以内）

３００億円超の場合は、３００億円を超える金額の５％を１０億円に追加。

大企業： 1０人以上
中堅企業・ 中小企業： ５人以上

大企業： ２５億円以上
中堅企業・ 中小企業： １ 億円以上

土地を除く 固定資産取得費用
（ 新増設等に係る工場建設費、機械装置費等）

土地を除く 固定資産取得費用
（ 新増設等に係る工場建設費、機械装置費等）

大企業： 8 ％以内（ 県支援分4 ％以内） 、
中堅企業・ 中小企業： 1 0 ％以内（ 県支援分5 ％以内）

大企業： 8％以内（ 既設の工場等の設備を一新する場合は4％以内）、
中堅企業・ 中小企業： 1 0 ％以内（ 既設の工場等の設備を一
新する場合は5％以内）

１０億円（ 県支援分５億円）

工事着工の３０日前までに、事業認定申請が必要です。

１０億円

工事着工の３０日前までに、事業認定申請が必要です。

認定申請から 補助交付期間が終了する年度までの間、下記
の常用雇用者数（ ※3 ）を新増設等を行う 市町村内で維持す
ること 。
大企業： 5０人以上　
中堅企業・ 中小企業： ２５人以上

大企業： 2 5 億円以上
中堅企業・ 中小企業： 2 ,0 0 0 万円以上

な し

上記に加え、３００億円を超えた額が１００億円を超える
ごとに１０人の常用雇用者数の増加があること

３００億円超

土地を除く 固定資産取得費用（ 新増設等に係る工場建設費、機械装置費等）

１００億円（ ３００億円以下の投資額は１０億円）

工事着工の３０日前までに、事業認定申請が必要です。

・ Aタ イプ
長年にわたり、地域の経済・ 雇用の基盤を支えている企業に対
する立地市町村と連携した県内再投資の支援

・ Bタ イプ
産業競争力強化に資する製品・ 部素材の製造・ 研究に取り 組
む企業への支援

２０年以上、県内（ 新増設等を行う 市町村内）に立地する工場等
を有する企業で、製造業・ソフト ウェア業に係る工場、研究所の
新増設等を行う 企業

（ 中小企業が新増設等を行う 場合は、市町村を通じた間接補助）

製造業・ソフト ウェア業に係る工場、研究所の新増設等を行う
企業

工 場

研 究 所

工 場

研 究 所

大規模案件
（ 工場・ 研究所）

大規模案件
（ 工場・ 研究所）

（ ※1）常用雇用者とは、正社員の他、パート タ イマー等（ 雇用保険・ 社会保険に加入している者に限る）をいいます。

(注1 )事業の高度先端性等については審査会で審査しますので、申請を受けても 採択を保証するも のではありません。

(注2 )みなし 大企業は、大企業の補助率が適用さ れます

航空宇宙関連、環境・ 新エネルギー関連、情報通信関連、健康長寿関連、先端素材関連、ナノ テクノ ロジー関連、バイオ
テクノ ロジー関連

（ １ ） 自動車関連、航空宇宙関連、ロボット 関連、環境・ 新エネ
ルギー関連、情報通信関連、健康長寿関連

（ ２） 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針に定める集
積業種（ P.1 5参照）

自動車関連、航空宇宙関連、ロボット 関連、環境・ 新エネル
ギー関連、情報通信関連、健康長寿関連のう ち 、下記のいず
れかに該当すること 。
①産業競争力の強化に資すると 認められる製品（ ※１）を製造

する工場、研究所
②産業競争力の強化に資すると 認められる製品の基幹（ ※２）

と なる部素材を製造する工場、研究所

新増設等を行う 工場等で下記の常用雇用者数（ ※3 ）の増加
があること。
大企業： 10人以上　
中堅企業・ 中小企業： ５ 人以上

愛知県の優遇制度愛知県の優遇制度4

　（ ２ ） 新あいち創造産業立地補助金

（ ※１）新たなマーケット の創出、技術力の向上、高い成長性を見込むと 認められる分野の製品

（ ※２）産業競争力の強化に資する製品に必要な部素材のう ち、同製品固有のも の（ 汎用品は対象外）

（ ※3）常用雇用者と は、正社員の他、パート タ イマー等（ 雇用保険・ 社会保険に加入している者に限る）をいいます。

(注1 )事業について審査会で審査しますので、申請を受けても 採択を保証するも のではありません。

(注2 )みなし 大企業は大企業の補助率が適用さ れます。
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（ ３ ） 新あいち創造研究開発補助金

研究開発・ 実証実験を県内で行う 企業、 事業協同組合等、 市町村（ 実証実験のみ）

⑴次世代成長分野（ 次世代自動車、航空宇宙、環境・ 新エネルギー、健康長寿、情報通信、ロボット 分野等）

⑵デジタ ル（ AI）分野（ 半導体、情報処理、高度情報通信インフラ 分野）

⑶カーボンニュート ラ ル分野（ 洋上風力発電、次世代型太陽電池、蓄電池、水素・ アンモニア、CO 2 活用・ 削減分野）

・ 中小企業： ２ /３ 以内

・ 中堅企業及び市町村： 原則１ /２ 以内

・ 大企業： 原則１ /３ 以内

・ 研究開発（ デジタ ル（ AI）・ カ ーボンニュ ート ラ ル枠、

一般枠）、 実証実験： １ 億円

・ 研究開発（ スタ ート アップ・ト ライアル枠）： 1 ,0 0 0 万円

※審査委員会における審査によって採択案件を決定します。

（ 注）事業について審査会で審査しますので、申請を受けても 採択を保証するも のではありません。

年1 回（ 例年3 月～4 月）

県内に事業所を持つ企業等が実施する次のいずれかに該当するも の

①外部機関と 連携して実施するも の

②アジアN o .1航空宇宙産業クラスタ ー形成特区の目標達成に資するも の

③あいちシンクロト ロン光センタ ーを活用し て実施するも の

④産産連携により 実施するも の

部品・ 原材料費、機械装置費、委託・ 外注費、知的財産権取得費（ 複数年度事業のみ）　 等

部品・ 原材料費、機械装置費、委託・ 外注費、実証実験補助人件費、実証実験協力費、広報宣伝費、

諸経費　 等

対 象 者

対 象 分 野

対 象 事 業

補 助 率

補 助 事 業

期 間

限 度 額

受 付 時 期

補 助 対 象

経 費

研 究 開 発

研 究 開 発

企業等が県内で実施する次のいずれかに該当するも の

①次世代成長分野関連技術や地域資源を活用し 、市町村等と 連携して実施するも の

②次世代成長分野関連技術の高度化または実用化に資するも の

③アジアN o .1航空宇宙産業クラスタ ー形成特区の目標達成に資するも の

④産産連携により 実施するも の

実 証 実 験

実 証 実 験

・ 研究開発（ 一般枠）： 最大２ 年

・ 上記以外： １ 年

・ Cタ イ プ
県内産業のデジタ ル化促進のため、ソフト 系IT企業の県内初進出に加え、県内における事業拡大やSTATIO N  A iから
転出するスタ ート アップを支援

①②・ ソ フ ト ウェ ア業　 ・ 情報処理・ 提供サービス業（ 調査業等は除く ）　 ・ イ ンタ ーネッ ト 付随サービス業
③　 ・ STATIO N  A iから 転出するスタ ート アッ プ

オフ ィ ス賃借料、 機器リ ース料、 通信回線料、 オフ ィ
ス移転・ 改修費

①5 0 ％以内　 ②③3 0 ％以内
（ 国・ 市町村等の補助金を 併用する場合、 共通する
補助対象経費は県補助金と 合わせて2 /3 以内）

IT技術者への雇用加算（ ①のみ） 5 0 万円/人(雇用加算額はオフ ィ ス賃借料等の補助
額の範囲内)

①　 IT技術者が2 名以上常駐するこ と （ 3名以上の交代勤務でも 可）
②③認定申請時の常用雇用者を維持するこ と
②　 県内のオフ ィ ス面積が3 0 ㎡以上増床するこ と

①県内に拠点のないソフト 系IT企業で新たに対象分野に係るオフィ ス（ シェアオフィ ス等を含み、STATIO N  A iは含ま
ない）を設ける企業

②県内に拠点を持つソフト 系IT企業で事業拡大に伴い県内で移転若しく は拠点を増加する企業
③事業拡大に伴い、STATIO N  A iから 転出するスタ ート アップ

区 分

補 助 対 象

対 象 分 野

交 付 要 件

①　 最大3 年間（ オフ ィ ス移転・ 改修費、 雇用加算は初年度のみ）
②③最大2 年間（ オフ ィ ス移転・ 改修費は初年度のみ）

対 象 期 間

オフ ィ スの賃貸借開始等の3 0 日前までに、 事業認定申請が必要です。受 付 時 期

①　 初年度： 1 ,0 0 0 万円　 2 ・ 3 年目： 35 0 万円
②③初年度： 7 0 0 万円　 2 年目： 3 0 0 万円

限 度 額

補助対象経費

補 助 率

お問い合わせ先 ■　 愛知県経済産業局産業部産業科学技術課 ＴＥＬ　 0 5 2ー9 5 4 ー6 3 7 0

お問い合わせ先

■　 愛知県経済産業局産業部産業立地通商課

■　 工場を新増設する中小企業の場合は、各市町村にお問い合わせく ださ い。

ＴＥＬ　０５２－９５４－６３７２（ ダイヤルイン）

（ 新あいち創造産業立地補助金（ B・ Cタ イプ）は除く 。）
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お問い合わせ先 ■　 愛知県経済産業局次世代モビリティ 産業課 ＴＥＬ　０５２－９５４－６３4 9（ ダイヤルイン）

県内に事業所を有する中小・ 中堅企業、 大企業補 助 対 象 者

航空宇宙分野における製品の開発、 設計及び生産等を 行う ために設置する 機械設備やソ フ ト ウェ アの購入代金、

運搬費及び据付工事費（ １ 設備あたり ２ 千万円以上のも のに限る）
補 助 対 象 経 費

中小・ 中堅企業1 /4 以内、 大企業1 /6 以内

（ ただし 、 国等の補助金を併用する場合、 合わせて中小・ 中堅企業3 /4 以内、 大企業1 /2 以内）
補 助 率

1 億5 千万円限 度 額

2 0 2 6 年度～20 2 9 年度（ ４ 年間）事 業 期 間

・ 申請は随時受付

・ 国や他自治体と の補助金制度と 併用可能
そ の 他

（ 4） 航空宇宙産業高度強靭化補助金

県内の航空宇宙産業のサプライ ヤー等による次期完成機事業への参画や次世代空モビリ ティ 等の新興分野の供

給力強化等に向けた設備投資に対し 補助を行います。

（ 注） みなし 大企業は大企業の補助率が適用さ れます。

（ 5 ） 産業立地促進税制（ 不動産取得税の免除・ 減額）

事業の用に供するための家屋を新築した場合、土地や家屋に係る不動産取得税を免除・ 減額します。

お問い合わせ先

市町村長の申出に基づき 、 対象区域ごと に知事が指定

し た事業（ 製造業、 運輸業等）

対象事業の用に供するために、 対象期間中に新たに取

得又は賃借し た土地の上に新築さ れた家屋

※新築の日が対象期間後であっ ても 、 土地の取得から

　 ３ 年以内なら ば対象

対象事業の用に供するために、 対象期間中に新築さ れ

た家屋

※新築の日が対象期間後であっ ても 、 土地の取得から

　 ３ 年以内なら ば対象　 　

対象期間中に取得し 、その取得の日から３年以内に対象家屋を取得し た場合における対象家屋の敷地と なる土地

次のいずれにも 該当するこ と

（ １） 設備投資額（ ※）が１ 億円以上

　 　 ※家屋及び償却資産の取得価額（ 土地を除く ）

（ ２） 常時雇用する労働者が５ 人以上

（ ３ ） 原則、 家屋取得後６ か月以内に事業を 開始する

　 　 こ と

（ ４） 事業を開始し た日から３ か月間の免除対象事業にか

　 　 かる 生産量ま たは売上額が２ 分の１ 以上である

　 　 こ と

次のいずれにも 該当すること

（ １） 設備投資額（ ※）が１億円以上

　 　 ※家屋及び償却資産の取得価額（ 土地を 除く ）

（ ２） 常時雇用する労働者が５人以上

市町村長の申出に基づき 、 知事が指定し た区域

（ 1 12 区域： 2 0 2 6 年4 月現在）

次のいずれかの区域に該当するこ と

（ １）「 アジアN o .１ 航空宇宙産業ク ラ スタ ー形成特区」

　 　 の区域

（ ２） 上記の区域が所在する 市町村の長の申出に基づき 、

　 　 次の区域の中で、 知事が指定し た区域

　ア 都市計画法に規定する工業系の用途地域（ 準工業

　 　 地域、 工業地域及び工業専用地域）

　イ 市町村マスタ ープラ ンにおいて、 産業集積を 図る

　 　 区域と し て位置付けら れた地域

航空宇宙関連産業の製造業

税額の全額

対 象 事 業

対 象 期 間

対 象 区 域

要 件

家 屋

中小企業者

その他（ 大企業等）

土 地

税額の４分の３に相当する額

税額の２分の１に相当する額

対象地域の指定のあった日から2 0 2 8 年３月末まで

■　 愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 ＴＥＬ　０５２－９５４－６３７２（ ダイヤルイン）

軽
減
額

対

象

不

動

産
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※2 0 2 8 年3月3 1日までの間に設備等を取得し 、

　 一定の事業の用に供した場合に適用さ れます。

対象設備

機械装置・ 器具備品

特別償却

3 5％

5 0％

税額控除

4 ％

5 ％

建物・ 附属設備・ 構築物 2 0％ 2 ％

上乗せ要件を満たす場合（ A）

5 0％ 6 ％上乗せ要件を満たす場合（ B）

■　 地域未来投資促進税制に関すること

　 　 経済産業省中部経済産業局地域経済部地域振興・ 人材政策課 ＴＥＬ　 0 5 2－9 5 1－8 4 5 7

■　 その他

　 　 愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 TEL　 0 5 2－9 5 4－6 3 4 2（ ダイ ヤルイン）

お
問
い
合
わ
せ
先

お問い合わせ先 ■　 愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 ＴＥＬ　０５２－９５４－６３4２（ ダイヤルイン）

証 明 申 請 先

融資申込に先立っ て、 地域経済牽引事業計画の承認が必要です。

（ 7 ） パワーアッ プ資金（ 地域未来投資） 融資制度

　 　 融資対象者

　 　 地域未来投資促進法に基づく 地域経済牽引事業計画の承認を受けた中小企業者

融資条件

地域未来投資促進法に基づく 地域経済牽引事業計画の実施に必要な事業資金

２億8 ,0 0 0 万円

事業資金　 ３ 年以内　 年１.7 ％以内
　 　 　 　 　 ５ 年以内　 年１.8 ％以内

（ 利率については、 変更になる場合があり ますので、 ご確認下さ い。）　 　 　 利率は2 0 2 6 年４ 月１ 日現在

0 7 年以内　 年1 .9 ％以内
1 0 年以内　 年2 .0 ％以内

1 3 年以内　 年2 .1 ％以内
1 5 年以内　 年2 .2 ％以内

原則と し て、 信用保証協会の保証合計額が8 ,0 0 0 万円を超える場合は必要。

原則と し て、 法人代表者以外の連帯保証人は要し ない。

資 金 使 途

融 資 限 度 額

融 資 期 間
及 び 利 率

担 保

保 証 人

※1 0 年～1 5 年以内の場合は設備資金に限る

（ 6 ） 地域未来投資促進法による優遇制度
民間事業者が、地域の特性を生かし て高い付加価値を創出する地域経済牽引事業計画を作成し 県の承認を受ける

と 、地域未来投資促進税制や日本政策金融公庫からの固定金利での融資など、各種支援制度を利用いただく こと が

可能になります。

■主な支援制度の概要

○地域未来投資促進税制

県で承認さ れた地域経済牽引事業のう ち、下記の要件を満たすことについて国の確認を受けた事業については、

その事業で行う 設備投資に関する課税の特例（ 特別償却又は税額控除）を受けること ができます。

＜課税特例の要件＞

①先進性を有すること（ 労働生産性の伸び率が4％以上又は投資収益率が5％以上等）

②設備投資額が1 億円以上

③設備投資額が前年度減価償却費の2 5％以上

④対象事業の売上高伸び率がゼロを上回り 、かつ、過去5 年度の対象事業に係る市場規模の伸び率より 5％以上

高いこと

＜上乗せ要件＞

（ A）要件⑤及び⑥～⑧のいずれかを満たすこと

（ B）要件⑤～⑦のすべて及び⑨を満たすこと

⑤労働生産性の伸び率が5％以上、かつ、投資収益率が5％以上

⑥直近事業年度の付加価値額増加率が8％以上、かつ、対象事業において創出さ れる付加価値額が1 億円以上

⑦対象事業者の前事業年度と 前々事業年度の平均付加価値額が5 0 億円以上、かつ、対象事業において創出さ

れる付加価値額が3 億円以上

⑧地域経済の成長と 発展に資する業種（ ※）に該当する事業であって、設備投資額が1 0 億円以上、かつ、対象事

業において創出さ れる付加価値額が1 億円以上（ 2 0 2 5 年1 2 月1 8日以後の承認事業のみ）

　 ※はん用機械器具製造業 電気機械器具製造業 インタ ーネット 附随サービス業

⑨経営力の確認を受けた、産業競争力強化法第3 4 条の2 第1 項に規定する特定中堅企業であって、「 パート ナー

シップ構築宣言」の登録を受けており 、かつ、設備投資額1 0 億円以上（ 2 0 2 4年9 月2日以後の承認事業のみ）

＜課税特例の内容・ 対象＞

https://www.meti.go.jp/policy/sme_chiiki/miraitoushi/zeiseishien.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/tiikimirai1.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/yuuguu-ken.html#chiikimirai
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（ 8） その他の融資制度

取扱機関 制度の名称

企業活力強化貸付

（ 地域活性化・ 雇用促進資金）

設備資金

運転資金

融資対象資金 融資限度 対象・ 融資期間

日本政策金融公庫
中小企業事業 ７億２千万円

設備資金
　２０年以内（ う ち据置期間２年以内）

運転資金
７年以内（ う ち据置期間２年以内）

■　 日本政策金融公庫　 中小企業事業　 事業資金相談ダイヤル　 　 　 　 　 ＴＥＬ ０１２０－１５４－５０５

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 名古屋支店　 　 ＴＥＬ ０５２－５５１－５１８１ 熱田支店 ＴＥＬ ０５２－６８２－７８８１

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 岡崎支店　 　 　 ＴＥＬ ０５６４－６５－３０２５

お問い

合わせ先

（ 9） 本社機能の移転・ 拡充に対する支援策

本社機能(特定業務施設：事務所、研究所、研修所)の移転または拡充を行う 場合に、課税の特例等の優遇措置を受け

ること ができる制度です。

【 移転型事業】

本社機能の一部又は全部を東京2 3 区から愛知県に移転する場合

（ 例）

・ 東京2 3 区に本社を置く 企業が愛知県に新社屋を建設し 、本社機能を移転

・ 愛知県に研究所を建設し 、東京2 3 区から 研究開発機能を移転

【 拡充型事業】

愛知県内で本社機能を拡充する場合や東京2 3 区以外から 愛知県に移転する場合

（ 例）

・ 愛知県に工場を有する企業が工場敷地内に研究所を建設

・ 東京2 3 区以外に本社を置く 企業が愛知県に本社機能の一部を移転

　 ※工場や店舗は対象になりませんが、業種に制約はありません。

　 ※優遇措置の適用にあたっては、詳細な適用要件があります。

　 ※着手前に県へ「 地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の申請を行い、認定を受ける必要があります。

認定にあたっては、整備する本社機能における新規採用や集中地域から の転勤により 常時雇用する従業員数

が5 人以上（ 中小企業者は1 人以上）増加するなどの要件があります。

■主な優遇措置の概要

○オフィ ス減税（ 適用期限：2 0 2 8 年3 月3 1日まで）

認定を受けた事業者が、特定業務施設及びこ れと 併せて整備する特定業務児童福祉施設の新設または増設に際

して取得等し た建物等の資産に係る法人税等の特別償却または税額控除のいずれかの適用を受けること ができ

ます。

・ 移転型→建物等の取得価額に対し 、特別償却2 5% 又は7 % の税額控除

　 　 　 　 　（ 中古資産の場合は特別償却1 5％又は4％の税額控除）

・ 拡充型→建物等の取得価額に対し 、特別償却1 5% 又は4 % の税額控除

　 　 　 　 　（ 中古資産の場合は特別償却1 0％又は2％の税額控除）

・ なお、一定の要件を満たす場合、上乗せ要件が適用さ れ、特別償却率又は税額控除率が拡大します。

   ※建物等の取得価額は4 ,5 0 0 万円以上(中小企業者は1 ,0 0 0 万円以上）であること（ 上限8 0 億円）。

　 　 機械装置は対象外。

お問い
合わせ先

■　 愛知県経済産業局産業部産業立地通商課 ＴＥＬ　０５２－９５４－６３4２（ ダイヤルイン）

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ricchitsusho/kyotenzei.html
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（ 1 0 ） 愛知県企業庁用地に関する優遇制度

　  ①　 土地分譲代金の長期分納制度（ 県企業庁用地）

お問い合わせ先

　 　 ②　 土地リ ース制度（ 県企業庁用地）

区　 分 長 期 分 納 制 度

土地の用途 工 業 ・ 物 流 ・ 商 業 用 地

分 納 期 間

初 回 納 入 額

分 納 方 法

分 納 利 率

借 地 権 の 種 類

根 拠 法 令

借 地 期 間

契 約 方 法

年 間 賃 貸 料

賃 料 の 改 定

特 約 事 項

そ の 他

導 入 地 区

支 払 方 法

保 証 金

支払方法
一 時 金

借地権制度の内容

１０年以内（ 初回を含め１０回払い以内）

事業用定期借地権

臨 海 用 地　 分譲価格×3 ％＋固定資産税相当額

中部臨空都市　 分譲価格×4 .2 ％＋固定資産税相当額

月額賃料×12か月又は24 か月分

・ 定期借地権のう ち、 事業用建物所有を目的と する借地権
・ 借地期間は１０～２０年間で、 期間満了後は更地返還と し 、 更新はでき ません。

・ 固定資産税相当額を除く 年間賃料の１２分の１を月額賃料とし て前月末（ 口座振替の場合は毎月２５日）までに納入
・ 固定資産税相当額については、 年額を毎年５ 月末までに納入

※ただし 、 最大6 か月を限度に、 建物建築工事期間中の土地賃料を2 分の1 減額し ます。

・ 賃貸借契約締結までの流れは、 原則と し て通常の売買契約に準じ ます。
・ 工場等の建設内容を まと めた「 建設計画書」 を作成し ていただきます。
・ 賃料等のお支払いについて、 延滞さ れた場合は年3％の損害金がかかり ます。

・ 臨 海 用 地　 　 ①田原１ 区　

・ 中部臨空都市　 　 ①空港島　 ②空港対岸部（ 港湾ゾーンを除く ）

借地借家法第2 3 条第２ 項

１０年～２０年

契約書は公正証書の作成が必要です。 （ 作成費用は借受人様の負担と なり ます。 ）

賃料は社会経済情勢の変化等により 3 年ごと に改定する場合があり ます。 （ ただし 、 中部臨空都市は除く 。 ）

借地権存続期間開始日の前日までに納入

借地期間の途中及び満了時において、 借地人から の請求があれば時価（ 鑑定評価額） にて売却し ます。

契約金額の1 0％以上納入（ 契約締結日の翌日から１５日以内）

契約金額から初回納入額を差し 引いた残額に対し元金均等年賦（ 契約締結日の応当日が支払期日）

愛知県債利率（ 1 0 年債）を適用（ 固定金利）

内陸・ 臨海工業用地及び中部臨空都市（ 新規開発地区等、 一部地区を除く ）

（ 参考） 契約締結日の１ か月前の応当日の愛知県債利率（ 1 0 年債）

●所有権は、 初回納入時に移転。
●分譲土地に対し 、 契約金額から 初回納入額を除いた残額及び利息総額を内容と する第1順位の抵当権を設定。
●繰上償還可能。
●条件を満たさ ない場合は、 利用でき ないこ と があり ます。

導 入 地 区

そ の 他

「 愛知県企業立地のご案内」 より

■　 愛知県企業庁企業立地部企業誘致課
ＴＥＬ　０５２－９５４－６６９１ （ 内陸、臨海用地・ ダイヤルイン）

ＴＥＬ　０５２－９５４－６６９２ （ 中部臨空都市・ ダイヤルイン）
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「 愛知県の産業集積の推進に関する基本指針」 に定める集積業種

［ 西尾張地域］

［ 西三河地域］

［ 東尾張地域］

一宮市、 津島市、 稲沢市、 愛西市、 弥富市、 あま市、 大治町、 蟹江町、 飛島村

岡崎市、 碧南市、 刈谷市、 豊田市、 安城市、 西尾市、 知立市、 高浜市、 みよし 市、 幸田町

名古屋市、 瀬戸市、 半田市、 春日井市、 犬山市、 常滑市、 江南市、 小牧市、 東海市、 大府市、 知多市、

尾張旭市、 岩倉市、 豊明市、 日進市、 清須市、 北名古屋市、 長久手市、 東郷町、 豊山町、 大口町、 扶桑町、
阿久比町、 東浦町、 南知多町、 美浜町、 武豊町

11 繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、 25  はん用機械、
26  生産用機械、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、 30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32 その他

11  繊維、 25  はん用機械、 26  生産用機械、 27  業務用機械

11  繊維、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 21  窯業･土石、 25  はん用機械、 26 生産用機械、 27  業務用機械、
28  電子部品、 29 電気機械、 30  情報通信機械、 32  その他

11  繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、 25  はん用機械、
26  生産用機械、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、 30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32 その他

16  化学

9 食料品、 10  飲料･飼料

9 食料品、 10飲料、 14  パルプ・ 紙、 18  プラ スチッ ク 、 21  窯業･土石、 24金属製品、 26  生産用機械

11繊維、 12木材・ 木製品、 13家具・ 装備品、 16 化学、 18  プラ スチッ ク 、 19ゴム製品、 21窯業・ 土石、
24金属製品

［ 東三河地域］ 豊橋市、 豊川市、 蒲郡市、 新城市、 田原市、 設楽町、 東栄町、 豊根村

※上表の右欄は、日本標準産業分類（ 中分類）に定める業種です。該当の中分類にあっても 、一部の小分類又は細分類の業種が対象外と なりま

すので、詳細については産業立地通商課HPをご確認く ださ い。

輸 送 機 械 関 連 産 業

11 繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 21  窯業･土石、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、
25  はん用機械、 26  生産用機械、 27 業務用機械、 28  電子部品、 29  電気機械、 30 情報通信機械、
31  輸送用機械、 32  その他

11  繊維、 25  はん用機械、 26  生産用機械、 27  業務用機械

11  繊維、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 21  窯業･土石、 25  はん用機械、 26 生産用機械、 27  業務用機械、
28  電子部品、 29 電気機械、 30  情報通信機械、 32  その他

11  繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 21  窯業･土石、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、
25  はん用機械、 26  生産用機械、 27 業務用機械、 28  電子部品、 29  電気機械、 30 情報通信機械、 32 その他

9 食料品、 10  飲料･飼料、 1 1 繊維、 12 木材･木製品、 13  家具･装備品、 14  パルプ･紙、 16  化学、 18  プラ スチッ ク、
19  ゴム製品、 21 窯業･土石、 23  非鉄金属、 24  金属製品、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、
30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32 その他

11  繊維、 16  化学、 21  窯業･土石、 22 鉄鋼、 24  金属製品、 25 はん用機械、 26  生産用機械、 27  業務用機械、
28  電子部品、 29 電気機械、 30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32  その他

9 食料品、 10  飲料･飼料、 11  繊維、 12  木材･木製品、 13 家具･装備品、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 24  金属製品、
25  はん用機械、 26  生産用機械、 27 業務用機械、 28  電子部品、 29  電気機械、 30 情報通信機械、 32 その他

9 食料品、 10飲料、 14  パルプ・ 紙、 18  プラ スチッ ク 、 21  窯業･土石、 24金属製品、 26  生産用機械

11繊維、 12木材・ 木製品、 13家具・ 装備品、 16 化学、 18  プラ スチッ ク 、 19ゴム製品、 21窯業・ 土石、
24金属製品

11  繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 21  窯業･土石、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、
25  はん用機械、 26  生産用機械、 27 業務用機械、 28  電子部品、 29  電気機械、 30 情報通信機械、
31  輸送用機械、 32  その他

11  繊維、 21  窯業･土石、 25  はん用機械、 26  生産用機械、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、
30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32 その他

11  繊維、 16  化学、 18  プラ スチッ ク 、 19  ゴム製品、 22  鉄鋼、 23 非鉄金属、 24  金属製品、 25  はん用機械、
26  生産用機械、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、 30  情報通信機械、 31  輸送用機械、 32 その他

9 食料品、 10  飲料･飼料、 1 1 繊維、 12 木材･木製品、 13  家具･装備品、 14  パルプ･紙、 16  化学、 18  プラ スチッ ク、
19  ゴム製品、 21 窯業･土石、 23  非鉄金属、 24  金属製品、 27  業務用機械、 28 電子部品、 29  電気機械、
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